
●対象者／小学校１年生から６年生までの児童
●時　間／下校時～午後６時

●開設日／日曜日・祝祭日および年末年始を除く毎日
●開設場所と対象学区
　東部児童クラブ　大治小学校区（大治小学校体育館南）
　西部児童クラブ　大治西小学校区（大治西小学校西北）
　南部児童クラブ　大治南小学校区（総合福祉センター３階）

　保護者が働いていて、下校する時間に保護者が
在宅していない児童をお預かりします。

　ことばがゆっくりだったり、コミュニケーション
が苦手な幼児とその保護者を対象に療育を行い
ます。

●対 象 者／町内在住の就学前児童とその保護者
●開館時間／月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前10時～午後3時

支えあいの町づくり
推進のために

安心して子育てして
いくために

支えあいの町づくり
推進のために

安心して子育てして
いくために

　乳幼児とその保護者が交流を深める場所です。
子育てについての不安や悩みも相談することがで
きます。

●対 象 者／乳幼児から児童まで
　　　　　　※乳幼児は保護者の付き添いが必要です
●開館時間／月曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前10時～午後6時

　乳幼児から児童まで町内在住のお子さんなら
誰でも利用できる「屋内のあそび場」です。

児童センター ☎052-441-1781

ボランティアセンター ☎052-442-0990

災害ボランティアセンター

親子通園療育事業「かがやき園」 ☎052-441-1781

児童クラブ ☎052-441-1781

子育て支援センター ☎052-441-1781

　ボランティア活動を行いたい
方や団体と、ボランティアの手
助けがほしい方や施設・団体等
の橋渡しをしています。

　大治町が災害ボランティアセンターの設置を
決定した時は本会が主体となり、設置及び運営
を行います。

　災害時に被災地に設置される災害ボランティア
活動を円滑に進めるための拠点を言います。

災害ボランティアセンターってなぁに？

地域住民が支
えあい心豊かに
暮らすことができる
町づくりを目指
します

登下校の見守り活動の様子ハンドケア活動の様子

町防災訓練での様子

総合福祉センター「希望の家」3階 児童センター 遊戯室

土曜日と春・夏・冬休み期間中は
基本：午前８時３０分～午後６時
※詳しくは、お問い合わせください。

　高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した
生活ができるようにお手伝いをします。

大治町地域包括支援センター
☎052-442-0857

高

高

高 高齢者対象 障 障がい者対象

　地域で生活されている障がいをお持ちの方や、
その家族の総合的な相談窓口です。

「おおはる」指定障害相談支援事業所
（特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所）

☎052-433-2343

　介護を必要とされる方が、自宅で適切な介護
サービスなどを利用できるように、介護の知識を
幅広く持った介護支援専門員がご相談をお受けし
ます。

「おおはる」指定居宅介護支援事業所
☎052-442-0913

障

障

高 障

高 障

　訪問介護員がご自宅を訪問して、身体介護や
家事援助などの日常生活の支援を行います。

ホームヘルパーステーション「おおはる」
（訪問介護事業・障害者居宅介護等事業）

☎052-442-0912

　利用者が自宅で自立した生活を送ることが出来
るよう、日常生活上の支援や機能訓練等のサービ
スを日帰りで提供します。

大治町デイサービスセンター
（通所介護事業・身体障害者デイサービス事業）

☎052-441-1783

大治町デイサービスセンター

　障がい者の日中の生活の場を提供している生
活介護事業と社会経済活動への参加を促進する
ために働く場を提供している就労継続支援B型
事業を行っています。

福祉作業所「さつきの家」
（生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業）

☎052-442-7187

福祉作業所「さつきの家」

　他の資金の借り入れが困難な低所得の方、障が
いをお持ちの方や介護の必要な高齢の方がいる
世帯などにご利用いただける貸付制度です。

■生活福祉資金貸付事業

※貸付には審査があり必ず借入できるものではありません。

　判断能力が十分でない認知症高齢者、知的
障がい者、精神障がい者などの方に対し、福祉
サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類
の管理のお手伝いをします。

■日常生活自立支援事業

※利用には審査があります。

相 談 窓 口

通所・訪問介護サービス安心して自分らしく
暮らすために

安心して自分らしく
暮らすために

心配ごと相談所の開設
☎052-442-7793

総合福祉センター希望の家 1階

総合福祉センター希望の家 1階
奇数月第３火曜日 14時～16時

開設日時

心配ごと相談事業
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
8時30分～17時15分

常時開設

要予約

要予約

開設日時

無 料 法 律 相 談
偶数月第４火曜日（12月を除く）
14時～16時

開設日時

開設場所

開設場所

司法書士による相続・登記・成年後見等相談

☎052-442-0990予約専用


